
■平成 23 年 3 月 21 日 (月) 午後 官房長官記者発表 
 
ホウレンソウ・原乳等から放射性物質が測定をされた問題について 
 
私から何点か御報告を申し上げます。 
まず、ホウレンソウ、原乳等から放射性物質が測定をされた問題について御報告を申し上げます。 
 
昨日、厚生労働省からも細かい地点や数値を発表させていただいております。 
 
また、今日も各地でのモニタリングの結果、集計の上、厚生労働省から発表させていただきます。 
 
まず第一に、是非皆さんにしっかりと御理解、御認識をいただきたいのは、いわゆる暫定基準値を超える数

値が測定をされておりますが、これは人体に影響を及ぼすような数値ではないということでございます。 
 
基本的に、昨日も申し上げたかと思いますが、この暫定基準値の基になっている考え方は、一生ずっとその

数値のものを飲食し続けた場合、健康に影響の出る可能性がある、そういった大変低い数値を基準といたし

ておりますので、たまたま数回にわたり、そうした飲食物を口にしたことによって健康に影響を与える可能

性はないというのが専門家の皆さんの認識でございますので、そういった意味では過剰な反応の無いよう冷

静に対応をしていただきたいと、まずは冒頭申し上げます。 
 
その上で、しかしながら、こうした基準値を超えた数値の農作物がモニタリングの結果出てきておりますの

で、本日、先ほど原子力災害対策特別措置法第 20 条 3 項の規定に基づき、原子力災害対策本部長である内

閣総理大臣から関係する都道府県知事に対し、一部地域、品目に関して食品の出荷制限の指示を出しました。 
 
今回の指示の品目や範囲を決定するに当たっては、これまでに取得したデータを基に、品目については作物

の形態など、地域については、暫定規制値を超えた地点の広がりや原産地の表示が県単位で行われていると

いう実態を踏まえ、原子力安全委員会の助言もいただき、決定をしたものでございます。 
 
具体的には、ホウレンソウ及び同様の形態の葉菜類であるカキナについて、茨城県、栃木県、群馬県、そし

て、ここはモニタリングできておりませんが、これらより福島第一原子力発電所に近い福島県に対し、各県

内全域について当分の間、出荷を差し控えるよう指示をいたしました。 
 
原乳については、福島県に対し県内全域について当分の間、出荷を差し控えるよう指示をいたしました。 
 
繰り返しますが、今回の出荷制限の対象品目を摂取し続けたからといって、直ちに健康に影響を及ぼすもの

ではありません。 
 
今回の出荷制限措置は、暫定規制値を超える状態が長く継続することは好ましくないため、決定することと

したものであります。 
 
なお、今後、各地においてさまざまなモニタリングをいただき、厚生労働省において集約をいたしておりま

すが、そうした調査結果を分析、評価した上で必要があれば追加の指示をすることとなります。なお、これ

ら出荷制限の実効性を担保し、消費者の食の安全を確保するため、こうした出荷制限の対象については、事

後において適切な補償が行われるよう万全を期すことといたしております。 
 
なお、水道については、昨日福島県飯館村の水道水から飲食物摂取制限に関する指標値を超える放射性ヨウ

素が検出されましたが、これは厚生労働省の通知に基づき、飯館村が住民に対して水道水の飲用を控えるよ

う要請しているとの報告を受けております。 
 
こちらについても同様の規制値に基づいたものでありまして、現在、報告をされている検出の放射線量によ



れば、直接に、直ちに健康に害を与えるものではありませんが、念のため水道水は飲用を控えること。 
 
ただし、生活用水としての利用には問題がない。 
 
代替となる飲用水がない場合には、飲用しても健康には問題がないということを指示し、これに基づいて住

民に対して、水道水の飲用を控えるよう、飯館村の方で措置をしていただいております。 
 
なお、本日この数値は下がっているという報告も受けております。 
 
なお、詳細のデータ、その他については、厚生労働省及び農林水産省において、この後、記者会見が行われ

ますので、そちらでお聞きをいただきたいと思っております。 
 
なお、今回の出荷制限の地域と退避指示あるいは屋内退避指示がなされている区域には、食い違いがござい

ます。 
 
しかしながら、これは退避地域あるいは屋内退避地域については、空気中の放射性物質についての測定値に

基づいて、これが健康に万が一にも影響を及ぼすことがないような万全の措置として取らせていただいてお

ります。 
 
こうした意味では、この地域を越えた、今回、出荷制限等が行われている地域においては、こうした大気中

の放射性物質の濃度について、この詳細も文部科学省から御報告をさせていただいておりますが、全く人体

に影響を与えるようなレベルのものではないということでございます。 
 
ただ、飲食をするものについては、今、これを飲食したからといって、体に影響を与えるものではありませ

んが、長期にわたってこうした数値がもし続いた場合に備えて、今回出荷制限の措置を取ったものでありま

して、大気中のものに接する場合と、それを飲食して体内に取り込む場合とで基準に違いがあるのは当然の

ことでございますので、くれぐれもこうした出荷制限地域においても、日常生活をする大気中の放射性濃度

については全く問題がないということについて、お間違いのないよう受け止めていただき、また、冷静な対

応をお願い申し上げる次第でございます。 
 


